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契 約 約 款 
 

 

■第１章 総則 

第１条【契 約 約 款 の 適 用】 
本契約約款において、株式会社アイ・エム・エス（以下「弊社」といいます）

は、契約約款を定め、電話代行サービス及びその関連業務サービスを提

供いたします。電話代行サービス申込者を「アイ・エム･エス会員」（以下
「会員」といいます）は、電話代行・その関連業務・その他サービス利用契

約約款（以下「契約約款」といいます）を定め、これにより電話代行サービ

ス（以下「サービス」といいます）を提供します。 
  

第２条【契 約 約 款 の 変 更】 

弊社は、契約者の承諾を得ることなしに、この契約約款を変更することが
あります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款

によります。 

  
第３条【サ ー ビ ス の 内 容】 

１．弊社が提供するサービスは、契約者がサービスを使用して、その他サ

ービスを含む電話代行・秘書代行サービス及びそれに関連したサービ
スとなります。 

２．その他サービス及び関連したサービスの内容と料金等については別紙

に定める。 
 

第４条【業 務 の 範 囲】 

本サービスは会員様に着信する電話を弊社コールセンターが受信し応対
すると共に、その電話応対の結果を所定の手続きで、弊社からお客様に

伝達することを主業務と致します。 

註：サービス電話応対業務は、次に上げる業務は、含まないものとする。 
① 会員の業務に関わる内容及び会員の業務に関するクレーム 

② 物品販売に関する受注受付 「別途に受注受付プラン」の契約が必要

です 
③ 求人募集、その他の募集受付 「別途に募集受付プラン」の契約が必

要です 

④ 電話番号貸し、住所利用 「別途に同意書」の契約が必要です 
 

■第２章 利用契約 

第 1 条【契 約 の 利 用 期 間】 
弊社の提供するサービスの利用に関する契約は、契約者が弊社に対し、

弊社の指定する方法をもって途中解約申し出をしない限り、自動で継続

するものとします。  
  

第２条【利 用 契 約 の 単 位】 

サービスの利用契約の単位は１ケ月単位とします。 
 

第３条【利 用 申 込 み】 

サービスの利用申込は、弊社が別に定めるサービス利用申込書に必要事
項を記載して弊社に提出していただきます。  

  

第４条【利 用 契 約 の 成 立】  
１．サービスの契約は、本規約及びプライバシーポリシーを承認の上、弊

社への利用申込に対して、弊社がこれを承諾したときに成立します。  

２．サービスの利用契約は、一部利用申込に対して弊社が指定した身分
証明書（運転免許証・住民票等）を提出していただきます。 

３．弊社は、利用契約が成立したときは、契約受付をすみやかに契約者に

発行します。 
４．２０歳未満の方は、申込にあたり法定代理人の同意を要します。 

  

第５条【サ ー ビ ス の 開 始】 
サービス開始は、利用申込書にある利用開始予定前に開通テストを実施、

完了後サービス開始となります。しかし、第一種通信事業者（ＮＴＴ・ＫＤＤ

Ｉ・ソフトバンクなどを指します）への手続き等が、迅速に実行されない場合
があります。 余裕のある利用開始日である事。 

 

第６条【申 込 の 拒 絶】 
弊社は、次のいずれかに該当する場合には、サービスの利用申込を受付

しないか、あるいは受付後であっても利用申込みの取消を行う場合があり

ます。 
１．契約申込書に虚偽の事実の記載があった場合 

 

 

２．申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明 
らかである場合 

３．弊社の業務の遂行上または技術上に著しく困難がある場合 

  
第７条【契 約 事 項 の 変 更 等】 

会員は、その氏名もしくは名称、住所もしくは所在地、電話番号、メールア

ドレス等に変更があったときは、速やかに変更を記載した書類を弊社へ提
出していただきます。 

  

第８条【サービスの利用制限、中止および停止、廃止】 
１．弊社は天災､事変その他の非常事態が発生、また発生する恐れのある

緊急時又は、公共の利益のために非常時における緊急を要する通信

を最優先に取り扱うため、サービスの提供を制限または中止することが
あります。 

２．弊社は、夏期休暇及び年末年始休暇をいただいております。 

 
第９条【サ ー ビ ス の 中 止】 

弊社は、次のいずれかに該当する場合、サービスの提供を中止することが

あります。 
１．弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき  

２．弊社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき 

３．第一種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することに
よりサービスの提供及び業務を行うことが困難になったとき  

 

第１０条【サ ー ビ ス の 停 止】 
弊社は、会員が次のいずれかに該当する場合、弊社が定める期間、サー

ビスの提供を停止することがあります。  

１．サービスの料金等の支払期日が経過しても支払いされない場合 
２．公序良俗に反する態様においてサービスを利用したとき  

３．契約申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき  

４．電話応対が困難と思われるとき 
  

第１１条【利 用 契 約 の 解 約】 

１．会員は、弊社の指定する方法をもって解約の旨を通知することによりサ
ービスの契約を解約することができます。 

２．解約の受付は月を単位とし、解約希望月５日までに解約通知を弊社が

受領した場合は、末日をもって契約が解消されるものとします。 
３．契約者からの申し出により本契約の解約をする場合、既に支払済みの

料金の払い戻しは行わないものとします。 

  
第１２条【返 金】 

１．会員がサービスを７日間利用して、商品およびサービスに欠陥・不具

合・契約不履行などの不満がある場合、会員は契約を解約することが
できます。その場合、月額利用料金は契約者に返金されます。これを

返金といいます。 

２．返金の受付有効期限は利用開始日から７日以内とします。 
  

第１３条【料 金 等】 

具体的な料金については、別紙に記載します。 
（弊社のサービス料金は、前払い制となります） 

 

第１４条【支 払 い 義 務】 
１. サービスの利用料金は、前払い制となります。 

２．会員は、弊社に対し、サービスの利用に係る第１３条【料金等】に記した

料金を会員が決めた方法で支払うものとします。（支払いの選択は振込
み・自動引き落し等があります） 

３．料金の支払い義務は、契約が成立し、サービスが開始された日より発

生します。月を単位とし、第１１条【利用契約の解約】２項の規定により契
約が解消されるまで続きます。 

４．第１０条【サービスの停止】の規定によりサービスの提供が停止された

場合における停止期間のサービス料金は、サービスがあったものとして
取り扱います。 
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第１５条【料 金 の 支 払 方 法】 

１．サービスの料金等は会員と弊社が決める支払方法にて執り行なう。 
２．毎月契約者宛てに請求書を発行します。サービスの料金等の請求を

受けた契約者は、請求書に指定する期日までに、弊社が指定する方法

によりその料金等を支払うものとします。 
料金の支払方法について次の変更を希望する場合は、速やかに当該

変更を記載した書類を弊社へ提出していただきます。 

 
第１６条【割 増 金】 

会員は、サービスの料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額

のほか、その免れた額の倍に相当する額を割増金として、弊社が指定す
る期日までに支払うものとします。 

  

第１７条【サービス料金支払い不履行】 
会員は、翌月の５日までに入金が確認できない場合、当該翌営業日に一

旦業務を停止いたします。 支払期日を経過してもなお支払いがなされな

い場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年
利 14.5％の額を、遅延損害金として弊社が指定する期日までに支払うも

のとします。 

  
第１８条【消 費 税】 

会員が、弊社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払

いを要する額は、別に定める料金等の額に消費税相当額を加算した額と
します。 

 

第１９条【守 秘 義 務】 
弊社は、会員及び業務に関わる情報の守秘義務を負うものとし、弊社のサ

ービス業務において知り得た情報は、第三者に漏洩致しません。 

但し、公的機関から法的根拠又は、正当な事由により開示要請あった場
合これを開示致します。 

（オプション加入の住所利用、ＦＡＸ番号利用などの住所、ＦＡＸ番号は第

三者情報提供ではありません） 
 

第２０条【弊 社 の 免 責】 

万一お客様に損害が発生しても、次に上げる事項は、免除されるものと致
します。 

１． 災害（地震、火災、台風、水害など）により業務が出来ない状態の場

合 
２． 停電、通信回線網等の障害により業務が出来ない状態の場合 

３． 事前の報告、打合せ等以外で会員に連絡が数日間取れない場合 

４． 電話番号、メールアドレス等の変更に伴い会員と応答応対不能にな
った場合 

５． 利用開始日の延滞に伴うトラブル 

６． 会員の設備機器、通信機器の設定応対不能となった場合 
７． 会員宛てに送信したメールが遅延して受信した場合 

８． 弊社設備の故障又は、外部者進入により機器の破損が生じ契約業

務が実施できない場合 
９． 契約者間または契約者の個々の紛争について弊社は一切関知いた

しません 

１０. 天災、テロなどの不慮の事故によるサービスの停止についていかな
る責任も負わないものとします。 

 

第２１条【損 害 補 償・損 害 賠 償】 
１. 弊社が提供するサービスで万一会員に損害発生した場合弊社は、

会員の月業務料額範囲で損害を補填致します。 

２. 会員が弊社の業務に著しく支障を生じさせた場合、弊社は損害賠償
を請求致します。著しい支障とは、事前連絡なく「キャンペーン、広告

などで受信コール数が増えると予測される場合」事前連絡なく「事前

に打合せ及びご報告なく大きな商取引、特別な商談事項が発生す
る可能性が予測される場合」などを想定致しております。 

３. 弊社は、下記事項に対して事前契約を交わしていない場合に損害

を請求致します。 
第４条の②受注代行業務契約無き場合に受注業務発生した場合 

第４条の③募集受付業務契約無き場合に受付業務発生した場合 

  
 

 

 
 

第２２条【個 人 情 報 等 の 取 扱】 

１．弊社は電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン、お

よび個人情報の保護に関する法律、その他の法令を遵守し、会員様と
その関係者皆様その他の者の個人情報その他の情報を取得したとき

は、これらを適正に取り扱うものとします。但し、契約のお申込やその後

のお届出によってご申告いただいた情報に第三者の情報が含まれる
場合、自己の責任において、当該第三者から本規約に基づく取扱に関

する事前の同意を得ておられるものと致します。 

２. 弊社は、法に定める場合を除き、あらかじめご本人の同意（本規約によ 
って同意される場合を含みます。）を得ることなく、個人情報を第三者に 

提供しないものとします。 

３．弊社は、従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情 
報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監

督を行うものとします。 

 
第２３条【契 約 者 の 義 務】 

会員は、弊社より付与された契約番号及びパスワード、ＩＤ管理、使用につ

いて責任を持つものとし、弊社に損害を与えることはないものとします。 
  

第２４条【サ ー ビ ス の 休 止】 

会員は、弊社の指定する方法をもって３ヶ月のサービス休止申請ができま
す。休止の受付は月を単位とし、休止希望月５日までに休止通知を弊社

が受領した場合は、末日をもってサービスの休止とします。 

休止期間の支払金は免除されます。但し、電話番号貸しサービスを利用
の会員で、休止期間番号の保管を希望の場合は、保管料が発生します 

再開は３ヶ月以内に業務再開の依頼を書面にて送信し弊社が、受付した

後再開指定日よりサ―ビス開始致します。 
 

第２５条【解 除】 

解除には一般解除と強制解除があります。 
*一般解除とは 

１. 会員が事前に解約書でその届を提出された場合。 

２. 第２４条のサービス休止期間が３ヶ月以上になり再開の申し出が
ない場合。 

*強制解除とは 

１. 会員の業務内容が、法律に抵触すると弊社が判断した場合 
２. 会員が利用申込書に虚偽の記述にて契約した場合 

３. 会員が弊社の社員及びスタッフに威圧的な言動で対応する場合 

４. 会員が暴力団関係者と弊社が判断した場合 
５. 会員が破産、倒産などで会員の業務が出来ないと判断した場合 

６. 弊社のサービスの限度を超える事を事前許可無く行った場合 

別 項 
弊社と契約者との間で訴訟が生じた場合、弊社の所在地を管轄する裁判

所を第一審の専属管轄裁判所とします。  

  

附則１：この契約約款は、随時改正されるものである。 

 

 


